
 

 

 

 

 

 

学校法律相談デスク事業のモデル実施について 

 

 １ 概 要 

   公益財団法人東京都教育支援機構（ＴＥＰＲＯ）では、令和２年度より学校法

律相談デスク事業を実施し、都立学校において生じる日常的な懸案事項について、

教育分野に詳しい弁護士が学校に助言を行っている。同取組みは令和７年度より

区市町村立小中学校等を対象に拡大され、本区を含め都内５区市がモデル実施さ

れることとなった。 

ついては、区立小中学校及び幼稚園等で生じる日常的な懸案事項について、学校

管理職が初期段階から法律的・教育的知見に基づく助言を受けることのできる方

法の運用を試みるものである。 

 

 ２ モデル実施の概要 

 （１）実施期間 

    令和７年度から当面の間 

 （２）対象 

    区立小中学校全校の校長及び副校長 

    区立幼稚園全園・石浜橋場こども園の園長及び副園長 

 （３）相談内容 

    学校園で生じる日常的な懸案事項 

    （相談例…学校運営に関する保護者からの意見・要望、教職員間の問題、 

         いじめへの対応、騒音等に関する近隣住民からの意見、 

         生徒のＳＮＳトラブル、著作権に関する問題 等） 

 （４）相談方法 

    学校園からメールや電話、リモートで相談 

 （５）相談日 

    週５日（予定） 

 （６）相談費用 

    無料 

 

 ３ 今後の予定 

   令和７年４月以降 順次モデル実施 

           

令和７年４月２５日 
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